
中小企業関係税制について、主に次のような改正が行われました。

 １　中小企業者等の法人税率の特例（措法４２の３の２）

＜改正の内容＞
　中小法人等の平成２１年４月１日から平成２３年３月３１日までの間に終了する各事業年度の所得の金額のう
ち、年８００万円以下の金額に対する法人税の税率が２２％から１８％に引き下げられました。

（注１）　中小法人等とは、次の法人をいい、次の２において同じです。
　　①　普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が１億円以下であるもの又は資本若し

くは出資を有しないもの（保険業法に規定する相互会社等を除きます。）
　　②　公益法人等（法人税法第２条第６号に規定する公益法人等並びに認可地縁団体、管理組合法人、団地管理組合法人、

法人である政党等、防災街区整備事業組合、特定非営利活動法人及びマンション建替組合をいいます（措例２７の３の
２②））。

　　③　協同組合等（法人税法第２条第７号に規定する協同組合等をいいます。）
　　④　人格のない社団等

（注２）　協同組合等又は特定医療法人が連結親法人である場合の税率は、単体制度と同様に、年８００万円以下の金額
に対する法人税の税率が２３％から１９％に引き下げられました（措法６８の８）。

 ２　中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用（措法６６の１３）

＜改正前の制度の概要＞
　法人の平成４年４月１日から平成２２年３月３１日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額
については、原則として法人税法第８０条第１項≪欠損金の繰戻しによる還付の請求≫の規定を適用するこ
とができないこととされていました。

＜改正の内容＞
　平成２１年２月１日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、上記の不適用措置の
対象から中小法人等の欠損金額が除外されました。したがって、中小法人等においては、欠損金の繰戻し
による還付の請求の規定を適用できることとなりました。

【欠損金の繰戻しによる還付の請求（法法８０①）】
　　青色申告書である確定申告書を提出する法人は、その確定申告書を提出する事業年度において生じた
欠損金額がある場合には、その事業年度（以下「欠損事業年度」といいます。）開始の日前１年以内に開
始したいずれかの事業年度（以下「還付所得事業年度」といいます。）に繰り戻して法人税の還付を請求
することができる制度です。この制度の適用を受けるためには、次の①から③のいずれにも該当する必
要があります。

　①　還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度まで連続して青色申告書である確定申告書を提
出していること

　②　欠損事業年度の確定申告書を青色申告書により提出期限内に提出していること
　③　確定申告書の提出と同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出していること

　　この制度の適用を受けるためには、欠損金額が生じた事業年度の確定申告書を期限内に提出し、かつ
その提出と同時に、納税地の所轄税務署長に所定の事項を記載した還付請求書を提出する必要がありま
すのでご注意ください。

　なお、欠損金の繰戻しによる還付請求書の様式は、国税庁ホームページに掲載しています。
【http://www.nta.go.jp】
　（「申告・納税手続」－「税務手続の案内」－「法人税」－「［手続名］欠損金の繰戻しによる還付の請求」）

　　　　　　国税電子申告・納税システム　　　　　　　　　詳しい情報はwww.e-tax.nta.go.jpをご覧ください。
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